
 

 

令別表第１（６）項ロ又は（６）項ロ部分が存するものに設ける消防機関へ通報する火災

報知設備は、自動火災報知設備の感知器と連動して起動（これを直接通報といいます。）す

るものとされました。 

 

※ 自動火災報知設備の受信機と消防機関へ通報する火災報知設備が防災センター（常時人がいるものに

限ります。）に設置されるものにあってはこの限りではないとされています。 

 

 

経過措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正全文にあっては、下記総務省消防庁通知をご参照ください。 

 「消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について（平成２５年１２月２７日 消防予第４９２号）」 

直接通報としなければならない防火対象物 

（６）項ロ 

（１６）項イ （特定複合用途） 

（１６の２）項 （地下街）      （６）項ロの用途に供される部分が存するものに限ります 

（１６の３）項 （準地下街） 

新築（改正後の基準に適合） 

既存（従前の基準） 

平成３０年３月３１日まで経過措置 
改正後の基準に適合 

H27.4.1施行 H30.3.31 

http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2512/pdf/251227_yo492.pdf#search='%E6%B6%88%E9%98%B2%E6%B3%95%E6%96%BD%E8%A1%8C%E4%BB%A4%E3%81%AE%E4%B8%80%E9%83%A8%E3%82%92%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%81%99%E3%82%8B+%E7%AC%AC%EF%BC%94%EF%BC%99%EF%BC%92%E5%8F%B7'

